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１、基本理念 

「明るい笑顔」「元気な挨拶」「丁寧な仕事」 

 

２、目標 

入居者様、ご家族、職員が笑顔で語り合える雰囲気作りを行います。 

元気で活気のある日常生活を支援します。 

丁寧な仕事から入居者様ご家族との信頼関係を築いていきます。 

毎月の目標を設定して入居者様の生活を豊かになる様に実践していきます。 

ご家族や近隣の方との親睦を図り、笑いが絶えない和める我が家を目指します。 

 地域社会との関わり、ご家族との絆を大切にして入居者様の「自分らしい生き方」

の支援を行ないます。 

 

３、職員体制・職制・配置体制 

職種 職員数 

管理者 ２名 

計画作成担当者 ２名 

介護職員  ２０名 

看護職員 ２名 

 

４、入居定員・対象者 

  入居定員 １８名（１ユニット 9名・２ユニット） 

  要支援２・要介護認定１～５の方 

 

５、利用料金 

  居室費／１日 １，５００円  

  食事代／１日 １，３２０円（朝食３２０円・昼食４５０円・夕食５５０円） 

  管理費／１日   ７００円 

  電気代／１日    ５０円 

  その他日常生活用品は実費負担（寝具リース６０円/日・ラバーシーツ８０円/枚） 

  サービス費 （１日あたり） 

介護度 サービス費 

要支援２ ７４８単位 

要介護１ ７５２単位 

要介護２ ７８７単位 

要介護３ ８１１単位 

要介護４ ８２７単位 

要介護５ ８４４単位 
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 体制加算・個別加算については、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定

に関する基準を確認し、職員の状況・サービスの状況に合わせて算定します。 

 

６、勤務時間 

  管理者     日勤   ８：３０～１７：３０ 

          早出   ６：３０～１５：３０ 

          遅出１ １１：００～２０：００ 

遅出２ １３：００～２２：００ 

          夜勤  ２１：４５～ ６：４５ 

  計画作成担当者 日勤   ８：３０～１７：３０ 

          早出   ６：３０～１５：３０ 

          遅出１ １１：００～２０：００ 

遅出２ １３：００～２２：００ 

          夜勤  ２１：４５～ ６：４５ 

  看護師兼介護  日勤   ８：３０～１６：００ 

日勤   ９：００～１３：００ 

          日勤   ９：００～１４：００ 

  介護職      早出   ６：３０～１５：３０ 

          日勤   ８：３０～１７：３０ 

          日勤   ７：３０～１６：３０ 

          遅出１ １１：００～２０：００ 

遅出２ １３：００～２２：００ 

          夜勤  ２１：４５～ ６：４５ 

          夜勤  １７：００～ ９：００ 

          早出２  ６：３０～１０：３０（４.０ｈ） 

          早出３  ６：３０～１１：３０（５.０ｈ） 

          遅出３ １７：００～２０：００（３.０ｈ） 

          遅出４ １５：３０～２０：００（４.５ｈ） 

  ※その他運営上必要な場合は、上記以外の勤務時間による勤務があります。 

 

７、日常生活介護 

（１）入浴 

一般浴槽を利用し、入浴サービスを提供します。入浴日は１人あたり週２

回以上を原則とし、ゆとりをもった入浴サービスを提供します。体調に合

わせてシャワーチェアーを使用してシャワー浴を行います。入浴できない

方に対しては、全身清拭・陰部洗浄・手浴・足浴を行い清潔保持に努めま

す。 
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（２）排泄 

排泄は、可能な限りトイレのご利用をいただきます。そのために常にトイ

レの清潔の保持に努め、快適に使っていただけるように手すり補助バーを

設置しています。また、夜間はポータブルトイレを利用して個人の排泄パ

ターンを把握し、極力おむつを使わない方向を目指しています。 

（３）移動・移乗・体位変換 

ベッド、椅子、車椅子、トイレ、浴槽等の移動・移乗は安全性を十分考慮

し、ご利用者の身体の状況に合った方法で行ないます。また、杖、歩行器、

シルバーカー等の補助具を有効に活用し、出来る限り自立歩行ができるよ

う援助します。 

自分で寝返りが難しいご利用者に対しては、褥瘡（とこずれ）を防止する

ために、体位変換の介助を行います。ご利用者の状態に合わせて、クッシ

ョン、エアマット、褥瘡予防マット等を使用します。 

（４）口腔ケア 

口腔ケアは、毎食後実施します。ご利用者の状態に合わせて、自立を促し

て歯磨き、うがい、義歯の洗浄を支援します。歯ブラシコップは定期的に

消毒を行います。義歯の不具合等は、ご家族に相談を行い医師との連携を

とります。 

  （５）看取り介護 

     看取り介護を希望された方に対し、ご家族、医師、介護職が連携を行いま

す。看取り介護を行なうために必要な「医療」「人」「介護空間」を提供

し、住み慣れた事業所でターミナルケアが行なえる体制を可能な限り整え

ます。 

 

８、健康管理 

  ご利用者が健康で快適な生活を送れるよう、主治医、看護師、職員間の連携を密

にして疾病の早期発見・早期対応を行い、住み慣れた環境で過ごす事ができるよ

う努め、生活の自立性を低下させないように支援します。 

日常の健康管理 

ご利用者の健康状態の細かな観察に努め、協力医療機関への連絡、

看護師、ご家族、職員間の情報交換を図りながら、健康維持に努め

ます。 

定期健康診断 年１回、協力医療機関にて健康診断を実施します。 

体重測定 月２回実施します。 

体温・血圧・脈拍等の

測定 

毎朝、入浴時および体調に変化がみられたときは、その都度、体温・

血圧・脈拍等の測定を実施し早期対応を行います。 
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食事・水分摂取および

排泄の把握 

毎日、食事・水分の摂取量を把握し体調管理に努めます。 

又、必要に応じた排便コントロールを主治医と連携して行ないま

す。 

服薬 
医師の診察のもと、病状に応じて、処方された薬を適格に服薬して

いただけるように医師との連携を図ります。 

医療機関との連携 

協力医療機関やご利用者のかかりつけ医との連携を密にし、日常の

健康管理について適切な指示を得るとともに、緊急時の受け入れ先

についてもご家族の希望を把握してかかりつけ医と調整します。 

感染症等の予防対策 

風邪やインフルエンザ対策として、ご来所者や職員に対して、うが

いや手洗いの励行等の周知に努めます。また、新型コロナ感染症対

策として、職員の毎日の体調の確認、ご来所者の検温、手指や衣類

等のアルコール消毒、マスクの着用を実施します。ご利用者に対し

ては、インフルエンザ予防接種のお願いをしてご本人の承諾を得て

実施します。特に疥癬や食中毒等は、定期的にマニュアルに沿って

研修を行います。また、感染症対策の職員周知を行いマニュアルを

作成、更新します。 

職員の健康管理 
年２回の職員健康診断を実施するとともに、日々、職員の健康管理

に努めます。 

 

９、日常生活援助 

 生活の充実を図るため、ご利用者ひとりひとりの生活状況に応じた援助を行います。 

居室環境の整備 

ご利用者の意向を尊重しケアプランの作成を行い、快適な居住空間

を確保できるように努めます。介護の安全性を確保するため、必要

に応じて居室の変更をさせて頂く事があります。 

洗濯 日常衣類の洗濯を行い清潔に努めます。 

理・美容 
体調に合わせて理美容の訪問サービスや、本人の希望の馴染みの美

容院を利用します。（ご利用者実費負担） 

外出・外泊 外出・外泊については、できる限りご利用者の意向を尊重します。 

移送サービス 
施設車輌を使ってのご利用者の都合による外出について、その運転

および乗車・降車時の介助を実施し安全に努めます。 

行政手続き等の代行 
ご利用者のご要望に応じて、倉敷市等に提出する書類の代筆、申請

の代行を、その都度行います。 

要介護認定に関する

代行 
要介護認定の更新・変更申請をご利用者に代わって行います。 
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１０、季節行事・余暇活動等 

  ご利用者に季節感を味わっていただくため、季節ごとの行事を実施するとともに、

内容の充実を図り、ご利用者が自ら選んで楽しくご参加いただけるようにします。

また、地域との交流に力を注ぐとともに、地域の学校をはじめとする団体・個人

による訪問を積極的に受け入れます。 

季節行事 

４月（お花見）5月（ドライブ）6月（運動会）７月（七夕） 

８月（夏祭り）９月（敬老会・芋植え）１０月（秋の外出）１１月（文

化展）１２月（クリスマス・もちつき・おせち作り）１月（初詣）２

月（節分）３月（ひな祭） 

誕生日会 ご利用者の誕生日に誕生日会を行います。 

外出の援助 

感染対策を行い、ご利用者のご要望に応じて、お花見や初詣等、行事

で施設から外に出ていただく機会を増やすとともに、散歩や外出の援

助を行います。 

ボランティア 

地域の学校等、個人や団体によるボランティア活動を積極的に受け入

れ、ご入所者との交流の充実を図ります。また、ご来所しやすい雰囲

気づくり・環境づくりに努めます。 

 

１１、相談活動、苦情相談窓口、家族会等 

  ご利用者やご家族からの相談には、その都度対応し、ご利用者が安心して生活で

きる環境づくりに努めていきます。 

個別相談   

ご相談の内容に応じて、以下の職員が対応します。 

①管理運営上の相談・・・管理者 

②処遇上の相談・・・計画作成担当者、ユニットリーダー 

苦情相談窓口 
日常の相談とは別に、とくにご要望・苦情に関しての窓口を設け、サ

ービスの向上と改善を図ります。 

 

１２、事故防止、防災対策 

  ご利用者が安全、かつ快適に生活できるよう、建物設備等の維持管理、清潔保持、

転倒・ベッドからの転落等の事故の防止、急変時等の緊急対応の迅速化、および

防災対策の充実に努めます。 

建物設備等の維

持管理 

建物設備等を清潔、快適性、利便性、安全性の視点から常に点検し、

その維持管理、改善に努めます。 

事故の防止 

ご利用者の転倒や、ベッドからの転落等の事故を防止するため、居室、

食堂、廊下等の環境整備、またベッド、車椅子等の介護機器の点検・

整備を行うとともに、職員による見守りの強化を図ります。 
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防災対策 

防災機器の定期的な点検を行うとともに、災害時に迅速かつ冷静な判

断、行動ができるよう、消防署の協力を得ながら、年２回の防災訓練

を実施します。 

緊急対応 
ご利用者の急変時の緊急対応が的確かつ迅速に行なえるように、緊急

時対応マニュアルを作成し、全職員への周知を図ります。 

 

１３、ケアプランの作成 

ご利用者の心身の状態を把握し、ご利用者の意向に沿ったケアプランを作成し、

生活に元気がでるケアプランを実行します。 

状態調査 

ご利用者の心身の状態を把握するため、毎月カンファレンスを行う。

状態に変化がある時はカンファレンスを行い職員に周知出来るように

しています。 

サービス担当者

会議とケアプラ

ンの作成 

計画作成担当者、介護職によるサービス担当者会議を開催します。６

ヶ月ごとにひとりひとりの希望、ご家族の意向を聞いてケアプランを

見直し・作成します。ご利用者に対するサービスは、ケアプランに沿

って提供します。また、それまで提供してきたサービスの評価を行い

ます。 

 

１４、記録・会議・研修等 

  管理者、介護職員、計画作成担当者、それぞれの担当職員が連携してサービスを

提供していくために、記録、申し送り、会議を充実させていきます。ひとりひと

りの職員の資質の向上を図り、責任を持って職務に従事できるよう、各種の研修

を実施します。 

介護サービス記録 
介護ケース記録・・・ご利用者のひとりひとりの日々の状況、生

活の様子等について、介護職員が記載し把握し連携をとります。 

申し送り 

朝礼では、理念と 1日の目標、業務の確認を行います。出勤時には、

申し送りを口頭で行い、職員に漏れなく、的確に伝達されるよう努め

ます。 

１５、実習生の受け入れ 

  社会福祉士・介護福祉士・ヘルパー等の資格取得のための実習生については可能

な限り受け入れていきます。 

 

１６、研修 

  ひとりひとりの職員の資質の向上を図り、責任を持って職務に従事できるよう、

各種の研修を全体会議で実施します。又、外部研修についても積極的に参加させ

ます。 
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１７、ボランティアの受け入れ 

  ボランティアの方を、可能な限り受け入れて行きます。 

 

【令和３年度 年間計画】 

 行事 運営 

４月 
花見 

 
防災訓練（昼間想定） 

５月 
保育園交流会（芋植え） 

 
運営推進会議 

６月 
運動会 

 
 

７月 
七夕会 

 
運営推進会議 

８月 
流しそうめん 

夏祭り 

 

 

９月 
お月見会 

敬老会 
運営推進会議 

１０月 
秋の外出 

保育園交流会（芋ほり） 
防災訓練（夜間想定） 

１１月 文化展 
運営推進会議 

 

１２月 
クリスマス会 

餅つき 
外部評価 

１月 
初詣 

新年会 
運営推進会議 

２月 
節分 

バレンタイン 
満足度アンケート実施 

３月 
ひな祭り 

ホワイトデー 
運営推進会議 

 

【備考】・このほか、誕生日に誕生日会の行事を実施します。 

    ・年間行事、誕生日会などは行事計画書、報告書を提出します。 

    ・上記記載以外で行事の立案がある場合は、起案書を提出します。 

 

 

 


